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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　加水分解されたタンパク質と有機シラン化合物との反応による反応生成物であるタンパ
ク質－シロキサンコポリマーを含有するヘアトリートメント組成物であって、前記タンパ
ク質と前記シラン化合物の相対量が、前記タンパク質の各反応性アミノ基当たり０．１～
０．４のシラン分子となる範囲内に存在し、前記コポリマーの重量平均分子量が２９５ダ
ルトン～３０００ダルトンの範囲にある組成物。
【請求項２】
　請求項１に記載の組成物であって、前記コポリマーは一般式（Ｉ）で表される組成物：
【化１】

式中、
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　Ｒは、加水分解されたタンパク質Ｒ－ＮＨ２の残基であり、各Ｒ１は、独立に、有機官
能性シランＨＲ１－Ｓｉ（Ｒ２）（Ｒ３）－ＯＨの残基であり、ここでのＲ１は、前記タ
ンパク質Ｒ－ＮＨ２のアミノ基との反応により該アミノ基の窒素原子との間に結合を形成
できる官能基を有し、且つ１以上の酸素原子によって分断されていてもよい１～１０個の
炭素原子を有するアルキレン基であり、またＲ２とＲ３は、それぞれ独立に、メチル、ヒ
ドロキシ、１～６個の炭素原子を有するアルコキシ、又は前記コポリマーが分岐するとき
は下記の式（ＩＡ）若しくは（ＩＢ）の基である：
【化２】

【化３】

ここでのＲ、Ｒ１、Ｒ２、及びＲ３は、それぞれ独立に、上記の通りであり、ｎは、前記
タンパク質の反応性アミノ基当たり０．１～０．４のシラン分子を有する反応したアミノ
基の数に対応している。
【請求項３】
　Ｒが加水分解された植物タンパク質の残基である、請求項２のコポリマー。
【請求項４】
　Ｒが加水分解されたポテトタンパク質または加水分解された小麦タンパク質の残基であ
る、請求項３のコポリマー。
【請求項５】
　請求項２～４の何れか１項に記載の組成物であって、前記有機官能性シランが、前記タ
ンパク質の1以上のアミノ基と反応することができるハロゲン化アシル、ハロゲン化スル
ホニル、酸無水物、アルデヒドまたはエポキシド基を含んでなる組成物。
【請求項６】
　請求項５に記載の組成物であって、前記有機官能性シランが、前記タンパク質の1以上
のアミノ基と反応することができるエポキシシランを含んでなる組成物。
【請求項７】
　請求項５に記載の組成物であって、前記エポキシシランが、グリシドキシプロピルトリ
メトキシシランである組成物。
【請求項８】
　請求項２～６の何れか１項に記載の組成物であって、Ｒ１が次式
　　　　ＣＨ２－ＣＨ（ＯＨ）ＣＨ２－Ｏ－（ＣＨ２）３－
の基である組成物
【請求項９】
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　請求項１～７の何れか１項に記載の組成物であって、前記タンパク質成分の重量平均分
子量が３５０～１０００ダルトンである組成物。
【請求項１０】
　請求項８に記載の組成物であって、前記タンパク質成分の重量平均分子量が６００～８
００ダルトンの範囲内にある組成物。
【請求項１１】
　請求項１～９の何れか１項に記載の組成物であって、前記反応は、前記タンパク質の各
反応性アミノ基に対して０．２のシラン分子を含む組成物。
【請求項１２】
　請求項１～９の何れか１項に記載の組成物であって、前記コポリマーが、１０～１５％
の範囲にある請求項１に記載の反応によりシリル化されたアミノ基と、８５～９０％の範
囲にある未反応アミノ基とを含む組成物。
【請求項１３】
　請求項１～１１の何れか１項に記載の組成物であって、前記組成物が（未反応の）タン
パク質加水分解物を含む組成物。
【請求項１４】
　請求項１～１２の何れか１項に記載の組成物であって、シラノールで終結するコポリマ
ーを含む組成物。
【請求項１５】
　請求項１～１３の何れか１項に記載の組成物であって、シロキサン架橋されたコポリマ
ーを含む組成物。
【請求項１６】
　請求項１～１４の何れか１項に記載の組成物であって、前記コポリマーが、２６１１ダ
ルトンの重量平均分子量を有する組成物。
【請求項１７】
　請求項１～１５の何れか１項に記載の組成物であって、前記コポリマーが加水分解され
た植物タンパク質（（２－ヒドロキシプロピル）オキシプロピル）シラノール、又は架橋
されたそのポリマーである組成物。
【請求項１８】
　請求項１～１６の何れか１項に記載の組成物であって、シャンプー、コンディショナー
、又はその他のヘアトリートメント組成物の形態である組成物。
【請求項１９】
　請求項１～１８の何れか１項に記載の組成物であって、該組成物の総重量を基準として
０．０５～２０％　ｗ／ｗの範囲のコポリマーを含む組成物。
【請求項２０】
　請求項１９に記載の組成物であって、０．２５～１％の前記コポリマーを含む組成物。
【請求項２１】
　毛髪の平均屈曲磨耗寿命を増大させるためのヘアトリートメント方法であって、前記毛
髪に対して、加水分解されたタンパク質と有機シラン化合物との反応による反応生成物で
あるタンパク質－シロキサンコポリマーを含有する組成物を適用することを含んでなり、
前記タンパク質と前記シラン化合物の相対量は、前記タンパク質の各反応性アミノ基当た
り０．１～０．４のシラン分子が存在する範囲であり、前記コポリマーの重量平均分子量
は２９５ダルトン～３０００ダルトンの範囲であり、前記コポリマーは、前記組成物で処
理された毛髪に対して実質的に向上した屈曲磨耗特性を与える方法。
【請求項２２】
　請求項２１に記載の方法であって、前記コポリマーが、請求項２～２１の何れか１項に
記載のコポリマーである方法。
【請求項２３】
　請求項２１または２２に記載の方法であって、前記組成物が、シャンプー、コンディシ
ョナー、又はその他のヘアトリートメント組成物の形態である方法。
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【請求項２４】
　請求項２１～２３の何れか１項に記載の方法であって、前記組成物が脱色した毛髪に使
用するための組成物である方法。
【請求項２５】
　請求項２１～２４の何れか１項に記載の方法であって、前記組成物が、前記組成物の総
重量を基準として０．０５～２０％　ｗ／ｗの範囲の前記コポリマーを含む方法。
【請求項２６】
　請求項２５に記載の方法であって、前記組成物が０．２５～１％の前記コポリマーを含
む方法。
【発明の詳細な説明】
【背景技術】
【０００１】
　本発明は、ヘアケア組成物の調製において有用な新規タンパク質－シラン及び／又は－
シロキサンコポリマーに関し、とりわけ、シャンプー、コンディショナー、及び毛髪繊維
の屈曲－磨耗寿命を延ばすための他のヘアトリートメントにおけるそれらの使用に関する
。
【０００２】
　ヘアコンディショナー製品の必要性は一般に広く知られている。このような製品は、例
えば脱色若しくは染色などの処理、又は日光、熱及び汚染のような環境要因により起こる
問題など、毛髪に対する様々な問題に対処しうるものである。コンディショニング製品の
中には、光沢又は櫛通りの滑らかさなど毛髪の質の改善を目的とするものもある。コンデ
ィショニング製品によるこれらの様々な長所の組み合わせは、シャンプー及びスタイリン
グ剤にも必要とされるものであり、そのようなシャンプー及びスタイリング剤には、通常
のクレンジング又はスタイリング成分と同時にコンディショニング剤を含有させることが
できる。
【０００３】
　米国特許第５，９９３，７９２号は、ユーザーが必要に応じて調製可能な多成分系毛髪
組成物であって、光沢促進剤、保湿剤、ハーブ系添加物、毛髪強化剤、ビタミン添加物、
着色剤、毛髪成長剤及びそれに類する組成物を含有させることができる組成物に関するも
のである。強化剤組成物には、細く腰のない毛髪及びタンパク質が不足している毛髪に対
して、毛髪に浸透して状態を向上させ補強し水分を保持させるか、又は乾燥している毛髪
若しくは化学処理が施された毛髪の状態を集中的に整える強化剤を含有させることができ
る。このような強化剤組成物には、１種類以上の植物性又は動物性のタンパク質若しくは
アミノ酸、又はそれらの組み合わせが含有されるのが通常であるが、上記の強化剤組成物
は、Vegequat W、Crodasone W、及びCropeptide Wから成る植物性タンパク質の水性混合
液である。しかし、このようなタンパク質又はその混合物が毛髪に及ぼす具体的な効果に
ついては全く情報がない。
【０００４】
　欧州特許第ＥＰ６８１，８２６号は、実質的に小麦タンパク質加水分解物、小麦オリゴ
糖加水分解物、小麦アミノ酸、及びパンテノールからなる水性毛髪トリートメント剤調製
物について述べたものである。上記の例では、抗張力（応力－歪み作用）及び水分含量に
対してその組成物が及ぼす効果について、毛髪を用いて試験を行っている。抗張力試験法
は、片端を固定した繊維断片への伸張力を増加させていき、その間の負荷を継続的にモニ
ターする装置を用いて行われる。
【０００５】
　処理を施した毛髪の負荷－伸張曲線から得ることができるいくつかのパラメーターを非
処理繊維での負荷－伸張曲線と比較したところ、特定の処理により毛髪の抗張力が向上す
ることが分かった。残念ながら、これらのパラメーターの中には、美容目的のプロセシン
グと処理（調髪）の際に頭部で毛髪が通常曝される生理的状態に関して現実的とは言えな
いものも含まれている。上に述べたように、「断裂負荷」又は「負荷後係数」などのパラ
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メーターは、頭部で起こるはずのものであるにもかかわらず、毛包から毛を引き抜いた条
件下で測定されることが多い。従って、抗張力試験を用いて毛髪の機械的な性質が向上し
たことが首尾よく証明できたとしても、その結果から得られるのは消費者が通常頭部の毛
髪の強さを評価するのに用いる枝毛・切れ毛の物理的過程の１つの局面に過ぎない。より
現実に即した試験を行うためには、通常の毛髪の枝毛・切れ毛の際に起こる繊維の屈曲（
歪み）、磨耗及び伸展の全ての要素が必要である。
【０００６】
　上記で概説した３つの要素が融合したものを測定する「屈曲磨耗試験（flexabrasion t
est）」として本明細書中で以下に引用している試験が従来技術において開発されている
。本試験は、屈曲及び歪み矯正力により毛髪の束の疲労寿命を評価するように特別に設計
された装置を用いて行われる。この装置は、人間の頭部にある毛髪にブラシをかけた際の
毛髪同士の相互作用を模倣するように作られている。ブラシを毛髪から引く際、毛束は絡
み合いお互いに逆方向へと動くが、これにより繊維の芯中で縦方向のせん断力が生じ、最
終的には縦方向に裂けて早期の枝毛・切れ毛が起こる。本明細書の図１で説明しているよ
うに、粗いタングステンのワイヤを張り、そこに掛けた各毛束が後ろ方向及び前方向に動
くという仕組みを有する装置を用いて毛幹へのダメージを模倣する。その内容全体を本明
細書中に参考文献として援用する論文、J. A. Swift, S. P. Chahal, D. L. Coulson及び
N. I. Challonerの‘Flexabrasion:A Method for Evaluating Hair Strength（屈曲磨耗
性：毛髪強度の評価）、Cosmetics and Toiletries, 2001, Cosmetics & Toiletries Mag
azine 2001、Vol. 116、No. 12、53-60頁に本方法が記述され、さらに詳しく説明されて
いる。
【０００７】
　本出願人の欧州特許明細書番号ＥＰ　５４０，３５７号では、シラン及び／又はシロキ
サン成分がタンパク質のアミノ基と共有結合し、少なくとも前記シラン及び／又はシロキ
サン成分の一部が異なるタンパク質鎖間で架橋形成しており、そのタンパク質成分がポリ
マー中の５％－９８％重量を占めている、タンパク質－シラン及び／又は－シロキサンコ
ポリマーの調製について記述されている。上記明細書の全内容を本明細書中に参考文献と
して援用する。ＥＰ　５４０，３５７号に開示されているコポリマーは、皮膚及び毛髪に
対する直接付着性の向上及び乾湿両条件下で櫛どおりを良くするなどの優れたコンディシ
ョニング特性を示す。
【０００８】
　ＥＰ　５４０，３５７号に例示されているコポリマーは、平均分子量が３５００ダルト
ン（Ｄ）から１００００Ｄの範囲にあるタンパク質から調製され、タンパク質アミノ基の
修飾の割合が４８％ないし８２％となるような化学反応に必要な量のシランと反応させる
。一般的に、上記反応及びそれに続くタンパク質－シランコポリマーの架橋形成により、
平均分子量が大きいコポリマーを生じる（通常は１００－１５０ｋＤの範囲）。
【０００９】
　具体的には、平均分子量がおよそ１００００Ｄである小麦タンパク質加水分解物を、タ
ンパク質アミノ基の修飾割合が６０％になるような化学反応に必要な量のシランと反応さ
せることにより、Ｃｒｏｄａｓｏｎｅ　Ｗの商標で市販されている、ＥＰ　５４０，３５
７号の実施例２のコポリマーが得られる。ラウリルジメチル第四級基をコポリマーと結合
させて残りのアミノ酸を四級化し、その結果修飾率が８５％のコポリマーを得た。
【００１０】
　このような生成物が人間の毛髪表面に被膜を形成することにより、この生成物を取り入
れたシャンプーシステムで処理した毛髪に対して、乾湿両状態で櫛どおりが滑らかになる
といった優れた表面特性が付与される。しかし、このような化合物は、毛髪の屈曲磨耗性
に対しては効果がない。
【００１１】
　従って、毛髪、特に悪条件下にあるか又は、とりわけ脱色、染色及び／又はパーマ処理
などの処置を行った毛髪の疲労寿命の向上に効果を有しうる組成物が必要とされている。
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特に、毛髪の屈曲及び歪み矯正、及び、特に毛髪のブラッシングなど調髪中の摩擦又は磨
耗のような毛髪同士の相互作用といった要求を解決できる組成物が必要である。　
　ＪＰ　２００２　０８０３２０（Tsuruike Toshitazu）は、毛髪化粧調合物で使用する
ための一連のシリル化されたペプチドを記載している。ＵＳ４，６４５，８１１号（Ocul
us Contact Lens Co.）及びＪＰ　６０　２４１４４８（Kanegafuchi Chemical Ind）は
、タンパク質性物質の結合を阻害するためにコンタクトレンズに用いられる一連のポリシ
ロキサンを記載している。しかしながら、これらの文献は、毛髪の屈曲磨耗を改善するの
にこのようなタンパク質を使用すること、及び以下に記載されている具体的なコポリマー
には全く言及していない。
【発明の開示】
【００１２】
　驚くべきことに、本発明者らが見出したタンパク質－シラン及び／又はタンパク質－シ
ロキサンコポリマー組成物では、シランとの反応によって修飾を受けるタンパク質の反応
性アミノ基の割合が従来技術で開示されている組成物よりも低く、本発明者らが今回見出
した組成物を用いてトリートメントを行うことにより、従来技術において開示されている
組成物と比較して、毛髪の疲労寿命、特に屈曲磨耗特性が大きく向上することが明らかと
なった。
【００１３】
　従って、本発明は、タンパク質とシラン化合物とを反応させることによって得られるタ
ンパク質－シラン及び／又はタンパク質－シロキサンコポリマーであって、前記タンパク
質と前記シラン化合物の相対量が、前記タンパク質の各反応性アミノ基に対して０．１な
いし０．４のシラン分子となる範囲内に存在し、前記コポリマーの重量平均分子量が１．
５ないし３ｋＤの範囲にあり、前記コポリマーで処理された毛髪に対して前記コポリマー
が実質的に向上した屈曲磨耗特性を与える、タンパク質－シラン及び／又はタンパク質－
シロキサンコポリマーを提供する。
【００１４】
　さらなる側面において、本発明は、毛髪の屈曲及び／又は磨耗によって引き起こされる
毛髪への損傷を軽減させるための組成物の調製における、タンパク質－シラン及び／又は
タンパク質－シロキサンコポリマー組成物の使用を提供する。
　本発明は、毛髪繊維の本明細書中で定義した平均屈曲磨耗寿命を増大させるための組成
物の調製における、タンパク質シランコポリマー及び／又はタンパク質シロキサンコポリ
マーの使用も提供する。
【００１５】
　さらなる形態において、本発明は、毛髪の屈曲及び／又は磨耗によって引き起こされる
毛髪への損傷を軽減させるための組成物の調製における、上述のタンパク質－シラン及び
／又はタンパク質－シロキサンコポリマー組成物の使用を提供する。
　本発明は、毛髪繊維の本明細書中で定義した平均屈曲磨耗寿命を増大させるための組成
物の調製における、上述のタンパク質シランコポリマー及び／又はタンパク質シロキサン
コポリマーの使用も提供する。
【００１６】
　本発明に記載のコポリマー組成物を用いることによって、本組成物で処理した毛髪の引
張強度が向上するのみならず、屈曲係数と繊維間摩擦が改善され、それにより、毛髪に対
する化学的及び環境的ストレスから受ける損傷作用が著しく軽減される。
　本発明のタンパク質－シラン及び／又はタンパク質－シロキサンコポリマーを形成する
ためには、タンパク質の各反応性アミノ基に対して、０．１ないし０．４の範囲内、特に
約０．２のシラン分子が存在するように、タンパク質とシラン化合物を反応させる。タン
パク質の各反応性アミノ基に対して、０．２のシラン分子が存在すると、得られるコポリ
マーは、１０ないし１５％のシリル化されたアミノ基と、８５ないし９０％の未反応アミ
ノ基とを含むことになる。
【００１７】
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　本発明者らは、本発明のコポリマー組成物を用いて毛髪を処理すると、従来技術に記載
されている組成物を用いて処理した毛髪と比べて、本明細書に記載されているように、こ
のような毛髪の屈曲磨耗寿命が著しく改善されることを見出した。脱色、着色、縮毛矯正
（ｒｅｌａｘｉｎｇ）、及び／又はパーマなど（特に脱色）の悪影響を及ぼす処理を受け
た毛髪の場合、特にこのことが当てはまる。
【００１８】
　本発明者らは、本発明に記載のコポリマー組成物を用いて毛髪を処理することによって
、従来技術に記載されている組成物で処理した毛髪と比べて、その屈曲及び／又は磨耗に
よって引き起こされた毛髪に対する損傷が著しく軽減されることも見出した。脱色、着色
、及び／又はパーマなど（特に脱色）の悪影響を及ぼす処理を受けた毛髪の場合、特にこ
のことが当てはまる。
【００１９】
　本発明で使用するのに好ましいコポリマーは、タンパク質の加水分解物と有機官能性シ
ランの反応生成物である。より好ましくは、前記有機官能性シランは、グリシドキシプロ
ピルトリメトキシシランなどの、タンパク質の１以上のアミノ基と反応することができる
エポキシシランを備える。
【００２０】
　前記タンパク質は、動物若しくは植物源から取得してもよいし、又は発酵によって取得
してもよい。タンパク質分子中に複数の遊離アミノ基が残存していれば、前記タンパク質
は、化学的に修飾された（例えば、４級化（ｑｕａｒｔｅｒｎｉｓｅｄ））タンパク質の
形態であってもよい。現在、化粧品調合物に用いられており、前記コポリマーのタンパク
質成分として使用することができるタンパク質の例としては、コラーゲン、エラスチン、
ケラチン、カゼイン、小麦タンパク質、大豆タンパク質、及び絹が挙げられる。本明細書
において、「タンパク質」という用語は、ネイティブタンパク質と加水分解されたタンパ
ク質の両者を含むものとして用いられ、従って、いわゆる本来のタンパク質とポリペプチ
ド、ペプチドおよびペプトンが含まれる。後者は何れも、加水分解されたタンパク質とし
て分類することができるからである。
【００２１】
　前記タンパク質成分の平均分子量は、サイズ排除クロマトグラフィーによって得られた
重量平均分子量（Ｍｗ）として表された分子量が２００ダルトン（Ｄ）ないし５００ｋＤ
であり得るが、好ましくは、２９５Ｄないし５０ｋＤの範囲内にあり、さらに好ましくは
、２９５Ｄないし２５．５ｋＤ、さらに好ましくは３５０ないし１０００Ｄの範囲内とす
ることができる。前記タンパク質成分の重量平均分子量が６００ないし８００Ｄの範囲内
にあるタンパク質－シラン及び／又はタンパク質シロキサンコポリマーを含有する組成物
で毛髪を処理すると、屈曲磨耗損傷が極めて顕著に軽減されるので、このようなコポリマ
ーが特に好ましい。
【００２２】
　前記コポリマーは、好適には、２ないし６４ｋＤの範囲内、好ましくは１．５ないし３
ｋＤの範囲内など２９５Ｄないし１００ｋＤの範囲内にある重量平均分子量（Ｍｗ）を有
する。１つの具体例では、前記コポリマーは、２６１１Ｄの重量平均分子量を有する。
【００２３】
　前記タンパク質加水分解物が植物タンパク質の加水分解物、特に、植物タンパク質の加
水分解物がポテト又は小麦由来である場合が特に好ましい。
　前記タンパク質成分は、反応が起こるために、水その他の適切な溶媒又は混合溶媒中（
アルコール、例えば、プロピレングリオール又はポリエチレングリコールなど）で溶液と
なり得ることが必要である。
【００２４】
　有機官能性シラン反応物質は、効率的な反応のためには、前記タンパク質に共通した溶
媒に可溶性であることが好ましい。所望の反応度と架橋度を達成するために、有機官能性
シランとタンパク質との反応条件は注意深く調節しなければならないが、タンパク質修飾
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の分野における当業者であれば自明であるか、容易に決定することができるであろう。
【００２５】
　前記コポリマーを形成させるために前記タンパク質成分との反応に使用する有機官能性
シランは、タンパク質の鎖末端及び／又は側鎖アミノ基と反応することができる官能基を
含有していなければならない。適切な反応基には、例えば、ハロゲン化アシル、ハロゲン
化スルホニル、無水物、アルデヒド、及びエポキシド基が含まれる。前記コポリマーの前
記シリコン成分は、シロキサン基（Ｓｉ－Ｏ－Ｓｉ）又はシラノール（Ｓｉ－ＯＨ）基の
縮合によってインシチュでシロキサンを形成することができる（以下の反応１を参照）任
意のシラン又は加水分解されて対応するシラノールを形成（以下の反応２を参照）した後
、縮合してシロキサン基を形成する（反応１）任意のアルコキシシラン又はハロシランを
含有する任意の化合物であり得る。
【００２６】
【化９】

　前記シリコン反応物質は、前記タンパク質成分と架橋を形成できることが好ましい。多
官能性シリコン反応物質を用いるか、あるいは、異なる鎖間での縮合により、シロキサン
架橋を形成することができるシラノール基（又は加水分解によりシラノール基に転換され
得るアルコキシシラン若しくはハロシラン基）を含有する一官能性シリコン反応物質を用
いることによって、架橋を施すことができる。従って、このような一官能性シリコン反応
物質は、それらの構造中にある少なくとも１つのシリコン原子に付着した少なくとも１つ
且つ最大３つの水酸基を有するべきである。一般に、シラノール基は、アミノ反応性有機
官能基から離れた反応分子の一部であると思われるが、常にそうであるとは限らない。
【００２７】
　タンパク質のアミノ基の反応が起こるためには、系のｐＨはｐＨ７以上であることが一
般に必要であり８乃至１１．５のｐＨ範囲内にあることが好ましい。前記反応は、室温で
行うこともできるが、高い温度、より好ましくは、３０ないし８０℃の温度を用いること
がさらに好ましい。
【００２８】
　本発明で使用するためのコポリマー組成物の製造に適した方法は、以下の工程によって
表される。
　適切な容器中で、前記タンパク質成分を加熱し、ｐＨをアルカリに調整して、アミノ基
を脱プロトン化させる。次いで、シランの量を計算し（これは、Cobbett, W. G. , Gibbs
, J. A. and Leach, A. A. (1964). J. Appl. Chem. (London), 14, 296-302）に記載さ
れている技術であるホルモル滴定に基づいており、タンパク質中に存在するアミノ基の修
飾の程度を推定する）を加える。シランの量は、利用可能なアミノ基の５－４０％、好ま
しくは１０－４０％を修飾するように計算する。反応後、ｐＨを酸性に調整し、通例どお
りに進行させる。次いで、防腐剤などの慣用添加物を添加してもよい。
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　本発明に使用するコポリマー組成物を製造するための好ましい方法は、以下の工程によ
って表される。
　１．タンパク質成分（好ましくは、加水分解された植物タンパク質）を適切なタンクに
入れ、３０－６０℃（好ましくは、４０－５０℃）に加熱する。
【００３０】
　２．水酸化ナトリウムにより、９．５－１１．０（好ましくは、１０．０－１０．５）
になるようにｐＨを調整する。
　３．計算によって求めた量のシラン（上述のように、これはホルモル滴定に基づく）を
加え、６０－２４０分（好ましくは、９０－１２０分）の間に５－４０％（好ましくは、
利用可能なアミノ基の１０－２０％）を修飾するように計算する。
【００３１】
　４．シランを添加している間、温度を３０－６０℃（好ましくは、４０－５０℃）、ｐ
Ｈを９．５－１１．０（好ましくは１０．０－１０．５）に維持する。
　５．さらに３－７時間（好ましくは４－５時間）、反応条件を維持する。
　６．塩化水素酸などの無機酸により、ｐＨを３．５－５．５（好ましくは４．０－５．
０）の酸性にする。
【００３２】
　７．防腐剤を加えて保存する。
　８．冷却し、ｐＨを３．５－５．５（好ましくは４．０－５．０）に調整する。
　９．デプス・フィルターパッドを通過させ、光沢が出る（sparkling）までろ過する。
　従って、生成されたコポリマー組成物は、（未反応の）タンパク質加水分解物も含んで
いる。コポリマー組成物は、シラノールで終結したコポリマー及び／又はシロキサン架橋
されたコポリマーが含まれていることもある。上述のように、ともに反応したシランとタ
ンパク質／アミノ基の相対量に応じて、前記コポリマー組成物中に存在するシラノールで
終結したコポリマー及び／又はシロキサン架橋されたコポリマーの量は変動する。
【００３３】
　従って、本発明は、好ましくは、　一般式（Ｉ）：
【００３４】
【化１０】

を有する、コポリマー
（式中、
Ｒは、加水分解されたタンパク質Ｒ－ＮＨ２の残基であり、各Ｒ１は、独立に、有機官能
性シランＨＲ１－Ｓｉ（Ｒ２’）（Ｒ３’）－ＯＨの残基であり、式中、Ｒ２’とＲ３’

は、それぞれ独立に、メチル、ヒドロキシ、１ないし６個の炭素原子を有するアルコキシ
であり、
Ｒ２とＲ３は、それぞれ独立に、メチル、ヒドロキシ、１ないし６個の炭素原子を有する
アルコキシ、又は式（ＩＡ）：
【００３５】
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若しくは（ＩＢ）
【００３６】
【化１２】

の化合物の残基
（式中、Ｒ、Ｒ１、Ｒ２、及びＲ３は、それぞれ独立に、上記のとおりであり、ｎは、前
記タンパク質の反応性アミノ基当たり０．１ないし０．４のシラン分子を有する反応した
アミノ基の数に対応しており、好ましくは、１ないし１０１の範囲にある。）
である。）を備える。
【００３７】
　Ｒは、加水分解された小麦又はポテトタンパク質、特にポテトタンパク質のような加水
分解された植物タンパク質の残基であることが好ましい。
　コポリマーを形成するためにタンパク質成分との反応に使用される有機官能性シランの
残基であるＲ１基の性質は、有機官能性シラン中に元来存在する官能基の性質に依存する
。例えば、有機官能性シラン中に元来存在する官能基がハロゲン化アシルである場合、Ｒ
１基は、タンパク質残基の窒素原子に直接結合されたカルボニル基を含有するのが通例で
あろう。同様に、有機官能性シラン中に元来存在する官能基がハロゲン化スルホニルであ
る場合、Ｒ１基は、タンパク質残基の窒素原子に直接結合されたスルホニル基を含有する
のが通例であろう。Ｒ１基は、官能基としてエポキシド基を含有する有機官能性シランの
反応によって得られるのが好ましい。この場合、式（Ｉ）の最終コポリマー化合物中では
、Ｒ１基は式－ＣＨ２－ＣＨ（ＯＨ）－の部分を含有してものと思われ、そのメチレン部
分はタンパク質残基の窒素原子に直接結合されている。
【００３８】
　好ましくは、Ｒ１基は、１以上の酸素原子によって分断されていてもよく且つ水酸基、
ハロゲン原子、１ないし６個の炭素原子を有するアルキル基、及び１ないし６個の炭素原
子を有するアルコキシ基から選択される１以上の基で置換されていてもよい、１ないし１
０個の炭素原子を有するアルキレン基である。
【００３９】
　さらに好ましくは、Ｒ１基は、式
【００４０】
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【化１３】

の基である。
　前記コポリマーが架橋されていない場合、Ｒ２及びＲ３基は、それぞれ独立に、メチル
、ヒドロキシ、１ないし６個の炭素原子を有するアルコキシである。架橋されたコポリマ
ーの場合、前記ポリマーは、２つのシラノール基を縮合させて上記反応１のようにシロキ
サンを形成することによって、式（Ｉ）と同様の鎖に架橋される。
【００４１】
　架橋されたコポリマーの場合、式（ＩＡ）の化合物は、
【００４２】
【化１４】

を含むことができる。
　前記コポリマーは、式（ＩＩＩ）
【００４３】
【化１５】

（式中、Ｒは、加水分解された小麦又はポテトタンパク質の残基であり、Ｒ２とＲ３はそ
れぞれメチル以外であり、ｎは１ないし４の範囲にあり、好ましくは約２である。）
の化合物を備えることが好ましい。
　特に好ましいのは、前記コポリマーが加水分解された植物タンパク質２－ヒドロキシプ
ロピルシラノールである場合である。
【００４４】
　本発明で使用するコポリマーでは、シリコン成分に結合されていないタンパク質成分の
カルボキシル基及び／又はタンパク質成分のアミノ基は、非シリコンとの反応（例えば、
エステル化、アシル化、又は四級化（quaternisation））によって化学的に修飾すること
ができる。
【００４５】
　上述したコポリマーのうち、本発明で使用するのに特に好ましいのは、加水分解された
植物タンパク質を式（ＩＩ）
：
【００４６】
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【化１６】

（式中、各Ｒ’基は、独立に、水酸基又は加水分解して水酸基を形成することができる基
であり、前記加水分解されたタンパク質と前記シランの相対量が、前記タンパク質の各反
応性アミノ基に対して０．１ないし０．４のシラン分子となる範囲内に存在する）
のシラン化合物と反応させ、必要であれば、以下の工程（ｉ）又は（ｉｉ）のうち一方又
は両方、
　（ｉ）水酸基以外の任意の基Ｒ’を加水分解して、Ｒ’が水酸基である化合物を形成さ
せる工程、
　（ｉｉ）得られたコポリマーを架橋させる工程、
によって形成されたコポリマーである。
【００４７】
　さらに好ましい実施形態によれば、本発明は、一般式（ＩＶ）：
【００４８】
【化１７】

（式中、Ｒは、加水分解されたタンパク質Ｒ－ＮＨ２の残基であり、Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３は
上記の意味を有する）
のコポリマーを備える。
　上記コポリマーは、本出願人の欧州特許明細書ＥＰ５４０，３５７号の一般的な開示内
容の範囲に属する。しかしながら、このようなコポリマーは、この文書や他のいかなる従
来技術文書にも具体的に開示されていない。従って、これらのコポリマーは新規なもので
あり、本発明の一部を構成する。
【００４９】
　従って、さらなる形態において、本発明は、加水分解された植物タンパク質を式（ＩＩ
）
：
【００５０】
【化１８】

（式中、各Ｒ’基は、独立に、メチル基、水酸基又は加水分解して水酸基を形成すること
ができる基であり（但し、Ｒ’基のうち少なくとも１つは、水酸基であるか又は加水分解
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して水酸基を形成することができる基である）、前記加水分解されたタンパク質と前記シ
ランの相対量は、前記タンパク質の各反応性アミノ基に対して０．１ないし０．４のシラ
ン分子となる範囲内に存在する）
のシラン化合物と反応させ、必要であれば、以下の工程（ｉ）又は（ｉｉ）のうち一方又
は両方、
　（ｉ）水酸基以外の任意の基Ｒ’を加水分解して、Ｒ’が水酸基である化合物を形成さ
せる工程、
　（ｉｉ）得られたコポリマーを架橋させる工程、
によって得られるコポリマー組成物を提供する。
【００５１】
　本発明の新規コポリマーを調製するのに用いられる式（ＩＩ）の化合物において、各Ｒ
’基は、独立に、水酸基（式（ＩＩ）の化合物がシラノール基を含むように）又は加水分
解により水酸基を形成することができる基であり得る。加水分解により水酸基を形成する
ことができる基（すなわち、加水分解してシラノールを生成することができるケイ素原子
に付着した官能基）として適切なものの例には、ハロゲン原子、１ないし６個の炭素原子
を有するアルコキシ基（メトキシ及びエトキシ基が好ましく、メトキシ基が特に好ましい
）が挙げられる。
【００５２】
　本発明のコポリマーは、水性「リーブオン（ｌｅａｖｅ　ｏｎ）」組成物又は水性「リ
ンスオフ」組成物などの毛髪に与える単純な水性組成物を調製するために使用することが
できる。
　このような組成物の場合、コポリマーの水中への希釈溶液を使用することができる。こ
のような溶液中での活性成分の濃度は、０．０１％ｗ／ｗないし１０％ｗ／ｗの範囲にあ
り、好ましくは、０．０５％ｗ／ｗないし５％ｗ／ｗ、より好ましくは０．５％ｗ／ｗな
いし２％ｗ／ｗ、最も好ましくは約１％ｗ／ｗである。アルカリ金属の水酸化物（例えば
、水酸化ナトリウム）などの塩基を用いて、溶液のｐＨが５－６の範囲のｐＨの弱酸性に
なるように調整されている緩衝化された溶液を使用することが好ましい。リンスオフ調合
物の場合、必要な処理のレベルに応じて、使用後にコポリマー溶液を洗浄除去するように
指示書を与える。このような指示書では、１ないし３０分など、溶液を毛髪上に何分間か
残存させるように要求する場合もあり得る。リーブオン調合物の場合、洗浄除去工程は省
略される。
【００５３】
　組成物がシャンプー、スタイリング、又はコンディショニング組成物（脱色された毛髪
、着色された毛髪、又は正常な（バージン、未処理の）毛髪に用いるものなど）の形態で
ある場合、さらに好ましい。好適には、このような組成物は、組成物の総重量を基準とし
て、０．０５ないし２０％ｗ／ｗ、好ましくは約０．２５％ないし１％のコポリマーを含
む。
【００５４】
　従って、本発明は、毛髪の屈曲及び／又は磨耗によって引き起こされる毛髪への損傷を
防止し、処理し、又は軽減するのに使用するための指示書ともに、上述したタンパク質－
シラン又はタンパク質－シロキサンコポリマーを含む組成物（シャンプー、コンディショ
ナー、スタイリング組成物、又は単純な水溶液）をさらに提供する。
【００５５】
　このような組成物及び添付される指示書は、それらを含有し又は含んだパッケージ中に
入れるのが便利である。前記パッケージ及び／又は組成物は、毛髪を処理するのに適した
さらなる成分とともに与えてもよい。特に、シャンプー、スタイリング、又はコンディシ
ョナー組成物は、光沢増強剤（shine enhancer）、保湿剤、薬草添加物、毛髪強化剤、ビ
タミン添加物、着色剤、毛髪成長剤（hair thickening agent）、セッティング及びスタ
イリング剤、ふけ抑制剤、紫外線吸収物質、エッセンシャルオイル及び香料、イオン性、
非イオン性、又は陽イオン性界面活性剤、濃縮剤又は粘度増強剤、洗浄剤、安定化剤、皮
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膚軟化剤、キレート剤、封鎖剤、防腐剤、消毒剤、抗酸化剤、静電気防止剤、コンディシ
ョニング剤、毛髪ほぐし成分、乳化剤又は分散剤、刺激物質、緩和物質（soother）、溶
媒、担体など（これらに限定されない）の標準的な成分又は担体を１以上含んでもよい。
【００５６】
　ここで、以下の実施例、試験例、比較試験例を参照しながら、本発明を説明する。しか
しながら、本発明はこれらの例に限定されるものではなく、あるいはこれらの例によって
限定を受けるものではないことを理解しなければならない。
【実施例１】
【００５７】
　コポリマーの調製
　次の工程を実行した。
　１．Croda Oleochemicalsより入手可能なポテトタンパク質加水分解物であり、ゲル濾
過クロマトグラフィー（溶媒：ＭｅＣＮ／Ｋ３ＰＯ４／ＮａＣｌ（２：８）、検出：２２
０ｎｍのＵＶ、温度：４０℃、流速：０．６００、標準物質：ポリスチレンスルホン酸ナ
トリウム、カラム：ＴＳＫ－ＧＭＰＷ）により測定した重量平均分子量（ＭＷ）が７５２
であるHydrosolanum(2000ｇ)と、水道水（７６０ｇ）とを適切なビーカーに入れて攪拌し
た。その溶液を６０℃に加熱した。
【００５８】
　２．２５％　水酸化ナトリウム（２７５．３ｇ）を用いてｐＨを１０．２に調整した。
　３．下記化学式（Ａ）の化合物である、Silquest A187シラン(55. 6g)(Cromptons SA、
Kennet House、4 Langley Quay、Slough、ＵＫより入手可能）を１２０分間にわたり添加
した。置換可能なアミノ基の２０％が置換されるように、添加するＳｉｌｑｕｅｓｔ　Ａ
１８７の量をホルモル滴定に基づいて計算した。
【００５９】
　４．添加中、２５％　水酸化ナトリウム（２５．２ｇ）を用いて１０－１０．５の範囲
内にｐＨを維持し、温度を常に６０℃に保った。
　５．反応混合物を６０℃にて４時間攪拌した。
　６．２８％の塩酸（１８７．８ｇ）を添加してｐＨを４．５に下げた。
【００６０】
　７．防腐剤、Ｅｕｘｙｌ　Ｋ３００（２５．３ｇ）（Schulke & Mayrより市販）を添加
して溶液を一晩、室温で攪拌した。
　８．次にｐＨをチェックし、２８％　塩酸（１４．９ｇ）を添加してｐＨを４．５に戻
した。
　９．次にこの液体を、デプス・フィルターパッドを用いて光沢が出るまで濾過した。
【００６１】
【化１９】

　ゲル濾過クロマトグラフィー（溶媒：ＭｅＣＮ／Ｋ３ＰＯ４／ＮａＣｌ（２：８）、検
出：２２０ｎｍのＵＶ、温度：４０℃、流速：０．６００、標準物質：ポリスチレンスル
ホン酸ナトリウム、カラム：ＴＳＫ－ＧＭＰＷ）により測定したところ、得られたコポリ
マーの重量平均分子量（ＭＷ）は２６１１であった。
【００６２】
　屈曲磨耗試験のプロトコール
　屈曲、歪み矯正力及び磨耗により毛束の疲労寿命を評価するように特別に設計された装
置を用いて屈曲磨耗試験を行う。この装置一式は、ブラッシング時の人間の頭部における
毛髪同士の相互作用を模倣するように作られている。ブラシを毛髪から引く際に、毛髪の
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束が絡み合いお互いに逆方向に動くが、これにより繊維の芯内部で縦方向のせん断力が生
じ、最終的には縦方向に裂けて早期の枝毛・切れ毛が生じる。
【００６３】
　本明細書の図１に記されているように、粗いタングステン線束を張り、そこに掛けた各
毛束が後ろ方向及び前方向に動くという仕組みを有する本装置を用いて毛幹へのダメージ
を模倣する。この試験により、疲労寿命に対する組成物の効果を評価することが可能とな
る。この方法は、ポスター発表であるLeroy F. , Franbourg A. , Grognet J. C. , Vays
sie C. , Bauer D. , Flexabrasion（屈曲磨耗性）、第１回　Tricontinental Meet. Hai
r Res. Socs. , Brussels、10月8-10日(1995)及び、論文である‘Flexabrasion:A Method
 for Evaluating Hair Strength（屈曲磨耗性：毛髪強度の評価法）’、J. A. Swift, S.
 P. Chahal, D. L. Coulson及び N. I. Challoner、Cosmetics and Toiletries、2001、V
ol. 116、No. 12、53-60頁において既に用いられている。これらの全内容を本明細書中で
参考文献として援用する。
【００６４】
　屈曲磨耗性評価装置により、一度に２０房の毛髪を試験することが可能となる。この装
置を湿度管理されたキャビネットに設置することにより、毛髪を試験する条件下の相対湿
度を調節することが可能である。
　試験例
　次に挙げる試験例及び比較試験例において、次の材料を用いた。
【００６５】
　・非処理ヨーロッパ人系褐色毛髪（Ｄｅ　Ｍｅｏより入手）
　・脱色したヨーロッパ人系褐色毛髪（Ｄｅ　Ｍｅｏより入手し、下記実験Ｉで詳述する
ＰＶＣＳ法により脱色）
　・縮毛矯正処理を施したヨーロッパ人系褐色毛髪（Ｄｅ　Ｍｅｏより入手し、下記実験
ＩＩで詳述する方法により縮毛矯正処理）
　・パーマ処理したヨーロッパ人系褐色毛髪（Ｄｅ　Ｍｅｏより入手し、下記実験ＩＩＩ
で詳述する方法によりパーマ処理）
　実験１－脱色プロトコール－ＰＶＣＳ
　材料
　ヨーロッパ人系褐色毛髪（Ｄｅ　Ｍｅｏ）
　過硫酸アンモニウム
　３５％　過酸化水素
　蒸留水
　ｐＨメーター
　手袋
　ゴーグル
　方法（換気フード中で行う）
　１．脱色処理を行う毛髪の重量を測定する（Ｗｈ）。
【００６６】
　２．重量比が２５／１（脱色溶液／毛髪）になるように脱色溶液（Ｂｓ）量を計算する
。
　３．６％溶液を調製するのに必要な過酸化水素（Ｈｐ）量を計算する。Ｈｐ＝ＢｓＸ０
．０６／０．３
　４．５％溶液を調製するのに必要な過硫酸アンモニウム量（Ａｐ）を計算する。Ａｐ＝
０．０５ＸＢｓ

　５．ビーカーに必要量のおよそ半分の水を注ぎ、水酸化ナトリウムを用いてｐＨが１２
になるように調整する。
【００６７】
　６．過酸化水素及び過硫酸アンモニウムを添加する。
　７．水酸化ナトリウムを用いてｐＨ９．５に調整する。
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　８．残りの水を添加する。
　９．脱色溶液に毛髪を３０分間浸漬する。
　１０．すすぐ。
　１１．乾燥したペーパータオル上で一晩乾燥させる。
【００６８】
　各試験に対して、ヨーロッパ人系褐色毛髪（Ｄｅ　Ｍｅｏより入手）を使用し、下記実
験ＩＶで述べる標本作成法により標本作成した。
　実験ＩＩ－縮毛矯正処理プロトコール
　材料
　縮毛矯正クリームベース　　　　　　　　重量％
　　水　　　　　　　　　　　　　　　１００になるように添加
　　Ｐｏｌｙｗａｘ　ＮＦ　　　　　　　　１５．０
　　ミネラルオイル　　　　　　　　　　　１０．０
　　水酸化カルシウム　　　　　　　　　　　５．０
　　Ｖｏｌｐｏ　Ｎ１０　　　　　　　　　　２．０
　　プロピレングリコール　　　　　　　　　２．０
　　Ｃｒｏｄａｃｏｌ　ＣＳ９０　　　　　　１．０
　液体賦活剤　　　　　　　　　　　　　　重量％
　　水　　　　　　　　　　　　　　　１００になるように添加
　　炭酸グアニジン　　　　　　　　　　　　２５．０
　　キサンタンガム　　　　　　　　　　　　０．２
　　防腐剤　　　　　　　　　　　　　　　　　ｑｓ
　中和シャンプー　　　　　　　　　　　　重量％
　　水　　　　　　　　　　　　　　　１００になるように添加
　　Ｅｍｐｉｃｏｌ　ＥＳＢ３／Ｍ　　　　　２０．０
　　Ｉｎｃｒｏｍｉｎｅ　Ｏｘｉｄｅ　Ｃ　　３．０
　　Ｉｎｃｒｏｎｏｍ　３０　　　　　　　　６．０
　　乳酸　　　　　　　　　　　　　　ｐＨ３．５－４になるように添加
　　塩化ナトリウム　　　　　　　　　　　　　ｑｓ
　操作
　１．液体賦活剤を縮毛矯正クリームに添加しよく混合させる。
【００６９】
　２．毛束を入れ１５分間浸漬する。
　３．温水を流しながら毛束を完全にすすぐ。
　４．毛束を水で１：１０に希釈した中和シャンプーに２分間浸漬する。
　５．毛束を温水で完全にすすぐ。
　６．すぐにトリートメントを行う。
　実験ＩＩＩ－パーマ処理プロトコール
　材料
　Bootsのdeep conditioning difficult to curl perming kitを用いた。
【００７０】
　パーマ液
　水
　チオグリコール酸アンモニウム
　水酸化アンモニウム
　重炭酸アンモニウム
　ＰＥＧ－４０
　硬化ヒマシ油
　スチレン／ＰＶＰコポリマー
　イミダゾリジニル尿素
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　香料
　グルセプト酸ナトリウム
　ポリクオタニウム－６
　ジメチコーン
　ＢＨＴ－ブチル化ヒドロキシトルエン
　中和剤
　水
　過酸化水素
　ラウリル硫酸ナトリウム
　ポリソルベート２０
　ＴＥＡ－ココイル加水分解コラーゲン
　リン酸
　ＥＤＴＡ　２ナトリウム
　フェノキシエタノール
　メチルパラベン
　エチルパラベン
　スズ酸ナトリウム
　クエン酸
　操作
　１．毛束をパーマ液に２５分間浸漬する。
【００７１】
　２．温水で流しながらすすぐ。
　３．毛束を中和液に１０分間浸漬する。
　４．温水で流しながらすすぐ。
　５．すぐに毛束にトリートメントを施す。
　各試験に対して、ヨーロッパ系褐色毛髪（Ｄｅ　Ｍｅｏより入手）を使用し、下記実験
ＩＶで述べる標本作成法により標本作成した。
【００７２】
　実験ＩＶ－標準的標本作成方法
　１４ｍｍの毛髪３束を、毛髪（近接した毛束）の付け根で切断した。毛束に触れないよ
う注意を払った。毛束に無作為にＡ、Ｂ及びＣのラベルを付けた。
　全ての実験において次に挙げるコンディショナーベースを用いた。
【００７３】
　　　　　　　　　　　　　　　　重量％
　コンディショナーベース　　　　　　４
　軽油　　　　　　　　　　　　　　　０．５
　乳酸　　　　　　　　　　　　ｐＨ４－４．５になるように添加
　水　　　　　　　　　　　　　１００になるように添加
　香料、保存料、色素
　試験例１：
　脱色毛束の屈曲磨耗寿命に対してコンディショナーベース中の実施例１のコポリマー（
１％　ｗ／ｗになるように添加）が及ぼす効果
　実験Ｉで詳述した方法を用いて毛束Ｂ及びＣを脱色し、次に常温、通常の相対湿度で一
晩乾燥させた。毛束ＡをｐＨ５．５の水に３０分間浸漬し、その後常温、通常の相対湿度
で一晩乾燥させた。次に、これらの毛束を扁平なクリンプ上に接着させ、上記実験ＩＶで
記述したように標本を作製した。
【００７４】
　次に毛束Ａを水（ｐＨ５．５）に３５℃で６分間浸漬し、再び一晩常温、通常の相対湿
度下で乾燥させた。３５℃で毛束Ｂをコンディショナーベースに２分間浸漬し、その後３
５℃の水ですすいだ。これをさらに２回繰り返した。毛束Ｃを試験コンディショナー（コ
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ンディショナーにコポリマーを１％ｗ／ｗ　になるように添加した）に３５℃にて２分間
浸漬し、その後３５℃の水ですすいだ。これをさらに２回繰り返した。
【００７５】
　全ての毛束を一晩、常温、通常の湿度下で乾燥させた。次にその毛束を図１で説明した
屈曲磨耗測定装置に取り付け、６０％相対湿度下に１時間置いて平衡化した。この間、上
記毛束には負荷をかけなかった。次に、毛束を下げ、屈曲磨耗試験装置を作動させた。各
毛束の疲労寿命を記録し統計学的にデータを解析した。
【００７６】
　パーセンテージを計算し、コントロールと比較した毛束へのトリートメント効果を表す
形式で結果を記録した。計算方法は以下のとおりである。
　パーセンテージ差＝（（Ｂ－Ａ）／Ａ）Ｘ１００
　この式において、
　Ａ＝コントロール毛束の疲労寿命
　Ｂ＝試験毛束の疲労寿命
　平均値をとる前に毛束の各セットに対してこの値を計算した。この計算を行うことによ
り、パーセンテージの増減が分かる。
【００７７】
　これらの結果を表１及び図２に示す。
【００７８】
【表１】

　この実験から、毛束の脱色及びその後のコンディショナーベース（コントロール）を用
いたトリートメントにより、疲労寿命が６０％向上することが明らかになった。この結果
は、スチューデントのｔ－検定を用いて統計学的に解析し、有意差があることが分かった
（ｐ＝０．０１７）。
【００７９】
　しかし、脱色した毛束を、本コポリマーを含有するコンディショナーでトリートメント
した場合、非処理コントロール毛束と比較して疲労寿命が１７５％向上したことが明らか
になった。再びこの差異をスチューデントのｔ－検定を用いて統計学的に解析したところ
、統計学的に有意であることが分かった（ｐ＝０．０１６）。
【００８０】
　上記の結果から、脱色毛髪に対する本コポリマーを含有するコンディショナーの効果を
、コンディショナーベースのみ（コポリマーを含有しない）の処理と比較した場合、疲労
寿命が１３０％向上し統計学的に有意であることが分かった（ｐ＝０．０４７）。
【００８１】
　試験例２：
　縮毛矯正処理毛髪の屈曲磨耗寿命に対してコンディショナーベース中の実施例１で記述
したコポリマー（０．２５％　ｗ／ｗ　活性）が及ぼす効果－２分間のトリートメントを
１回実施
　毛束Ａ、Ｂ及びＣを扁平なクリンプ上に接着させ、上記実験ＩＶで記述したように標本
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作成した。
【００８２】
　毛束Ｂ及びＣに上記実験ＩＩで詳述した方法を用いて縮毛矯正処理を施した。
　毛束ＡをｐＨ５．５の水に１７分間浸漬した。
　毛束Ａを水に２分間浸漬し、常温、通常の湿度下で一晩乾燥させた。
　毛束Ｂをコンディショナーベース及び水の混合液（１：５の割合）に、４０℃にて２分
間浸漬し、４０℃の水ですすいだ。
【００８３】
　毛束Ｃを試験コンディショナー（コンディショナーにコポリマーを０．２５％　ｗ／ｗ
になるように添加）及び水の混合液（１：５の割合）中に、４０℃にて２分間浸漬し、４
０℃の水ですすいだ。
　全ての毛束を一晩、常温、通常の湿度下で乾燥させた。次にその毛束を図１で説明した
屈曲磨耗測定装置に取り付け、６０％相対湿度下に１時間置いて平衡化した。この間、上
記毛束には負荷をかけなかった。次に、毛束を下げ、屈曲磨耗試験装置を作動させた。各
毛束の疲労寿命を記録し統計学的にデータを解析した。
【００８４】
　得られた結果を試験例１の場合と同じパーセンテージ計算方法を用いて記録し、その結
果を表２及び図３に示す。
【００８５】
【表２】

　この実験から、毛束を縮毛矯正処理しその後にコンディショナーベースでトリートメン
トした場合（コントロール）、疲労寿命が４９％低下することが明らかになった。この結
果をスチューデントのｔ－検定により統計学的に解析したところ、有意差（ｐ＜０．００
５）があることが分かった。
【００８６】
　しかし、本コポリマーを含有するコンディショナーで縮毛矯正処理を施した毛束をトリ
ートメントした場合、非処理コントロール毛束と比較した際の疲労寿命低下は４０％であ
ることが分かった。この差を再びスチューデントのｔ－検定を用いて統計学的に解析した
ところ、有意差があることが分かった（ｐ＜０．００５）。
【００８７】
　この結果から、本発明のコポリマーをコンディショナーに添加することによりコンディ
ショニング効果が９％上昇することが示された。
　試験例３
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　縮毛矯正処理した毛束の屈曲磨耗寿命に対してコンディショナーベース中の実施例１の
コポリマー（０．２５％　ｗ／ｗ活性）が及ぼす効果－６分間のトリートメントを１回実
施
　毛束Ａ、Ｂ及びＣを扁平なクリンプ上に接着させ、上記実験ＩＶで記述したようにして
標本を作製した。
【００８８】
　毛束Ｂ及びＣを上記実験ＩＩで詳述した方法を用いて縮毛矯正処理した。
　毛束ＡをｐＨ５．５の水に１７分間浸漬した。
　毛束Ａを水に６分間浸漬し、常温、通常の湿度下で一晩乾燥させた。
　毛束Ｂをコンディショナーベース及び水の混合液（１：２の割合）に、４０℃にて６分
間浸漬し、４０℃の水ですすいだ。
【００８９】
　毛束Ｃを試験コンディショナー（コンディショナーにコポリマーを、０．２５％　ｗ／
ｗ　活性になるよう添加）及び水の混合液（１：２の割合）に、４０℃で６分間浸漬し、
４０℃の水ですすいだ。
　全ての毛束を一晩、常温、通常の湿度下で乾燥させた。次に、その毛束を図１で説明し
た屈曲磨耗測定装置に取り付け、６０％相対湿度下に１時間置いて平衡化した。この間、
上記毛束には負荷をかけなかった。次に、毛束を下げ、屈曲磨耗試験装置を作動させた。
各毛束の疲労寿命を記録し統計学的にデータを解析した。
【００９０】
　得られた結果を試験例１の場合と同じパーセンテージ計算方法を用いて記録し、その結
果を表３及び図４に示す。
【００９１】
【表３】

　この実験から、毛束を縮毛矯正処理しその後にコンディショナーベースでトリートメン
トした場合（コントロール）、疲労寿命が４８％低下したことが明らかになった。この結
果をスチューデントのｔ検定により統計学的に解析したところ、有意差（ｐ＜０．００５
）があることが分かった。
【００９２】
　しかし、本発明のコポリマーを含有するコンディショナーで縮毛矯正処理した毛束をト
リートメントした場合、非処理コントロール毛束と比較した疲労寿命低下率はわずか３６
％であることが分かった。この差を再びスチューデントのｔ－検定を用いて統計学的に解
析したところ、有意差があることが分かった（ｐ＜０．００５）。
【００９３】
　この結果から、本発明のコポリマーをコンディショナーに添加することによりコンディ
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ショニング効果が１２％上昇することが示された。
　試験例４
　パーマ処理した毛束の屈曲磨耗寿命に対してコンディショナーベース中の実施例１のコ
ポリマー（０．２５％　ｗ／ｗ活性）が及ぼす効果－２分間のトリートメントを３回実施
　毛束Ａ、Ｂ及びＣを扁平なクリンプ上に接着させ、上記実験ＩＶで記述したように標本
を作製した。
【００９４】
　毛束Ｂ及びＣを上記実験ＩＩＩで詳述した方法を用いてパーマ処理した。
　毛束ＡをｐＨ５．５の水に３５分間浸漬した。
　毛束Ａを水に６分間浸漬し、常温、通常の湿度下で一晩乾燥させた。
　毛束Ｂをコンディショナーベース及び水の混合液（１：２の割合）に、４０℃にて２分
間浸漬した。これを２回繰り返し、毛束を４０℃の水ですすいだ。
【００９５】
　毛束Ｃを試験コンディショナー（コンディショナーにコポリマーを、０．２５％　ｗ／
ｗ活性になるように添加）及び水の混合液（１：２の割合）に、４０℃で２分間浸漬した
。これをさらに２回繰り返し、４０℃の水で毛束をすすいだ。
　全ての毛束を一晩、常温、通常の湿度下で乾燥させた。次に、その毛束を屈曲磨耗測定
装置に取り付け、６０％相対湿度下に１時間置いて平衡化した。この間、上記毛束には負
荷をかけなかった。次に、毛束を下げ、屈曲磨耗試験装置を作動させた。各毛束の疲労寿
命を記録し統計学的にデータを解析した。
【００９６】
　得られた結果を試験例１の場合と同じパーセンテージ計算方法を用いて記録し、その結
果を表４及び図５に示す。
【００９７】
【表４】

　この実験から、毛束をパーマ処理しその後にコンディショナーベースでトリートメント
した場合（コントロール）、疲労寿命が４０％低下することが分かった。この結果をスチ
ューデントのｔ検定により統計学的に解析したところ、有意差（ｐ＝０．００７）がある
ことが分かった。
【００９８】
　しかし、本発明コポリマーを含有するコンディショナーでパーマ処理毛束をトリートメ
ントした場合、非処理コントロール毛束と比較した際の疲労寿命低下率はわずか２６％で
あることが明らかになった。この差を再びスチューデントのｔ検定を用いて統計学的に解
析し、有意差があることが分かった（ｐ＝０．０７６）。
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【００９９】
　この結果から、本発明のコポリマーをコンディショナーに添加することによりコンディ
ショニング効果が９％上昇することが示された。
　試験例５
　パーマネント処理した毛束の屈曲磨耗寿命に対してコンディショナーベース中の実施例
１のコポリマー（０．２５％　ｗ／ｗ活性）が及ぼす効果－６分間のトリートメントを１
回実施
　毛束Ａ、Ｂ及びＣを扁平なクリンプ上に接着させ、上記実験ＩＶで記述したようにして
標本を作製した。
【０１００】
　毛束Ｂ及びＣを上記実験ＩＩＩで詳述した方法によりパーマ処理した。
　毛束ＡをｐＨ５．５の水に３５分間浸漬した。
　毛束Ａを水に６分間浸漬し、その後常温、通常の湿度下で一晩乾燥させた。
　毛束Ｂをコンディショナーベース及び水の混合液（１：２の割合）に、４０℃にて６分
間浸漬し、毛束を４０℃の水ですすいだ。
【０１０１】
　毛束Ｃを試験コンディショナー（コンディショナーにコポリマーを、０．２５％　ｗ／
ｗ　活性になるように添加）及び水（１：２の割合）の混合液に４０℃で６分間浸漬し、
４０℃の水で毛束をすすいだ。
　全ての毛束を一晩、常温、通常の湿度下で乾燥させた。次にその毛束を屈曲磨耗測定装
置に取り付け、６０％相対湿度下に１時間置いて平衡化した。この間、上記毛束には負荷
をかけなかった。次に、毛束を下げ、屈曲磨耗試験装置を作動させた。各毛束の疲労寿命
を記録し統計学的にデータを解析した。
【０１０２】
　得られた結果を試験例１の場合と同じパーセンテージ計算方法を用いて記録し、その結
果を表５及び図６に示す。
【０１０３】
【表５】

　この実験から、毛束をパーマ処理しその後にコンディショナーベースでトリートメント
した場合（コントロール）、疲労寿命が６２％低下することが分かった。この結果をスチ
ューデントのｔ－検定により統計学的に解析し有意差（ｐ＜０．００５）があることが分
かった。
【０１０４】
　しかし、パーマ処理した毛束を本発明コポリマーを含有するコンディショナーでトリー
トメントした場合、非処理コントロール毛束と比較した際の疲労寿命低下率は４４％であ
ることが分かった。この差異を再びスチューデントのｔ－検定を用いて統計学的に解析し
たところ、有意差があることが分かった（ｐ＝０．００６）。
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【０１０５】
　この結果から、本発明のコポリマーをコンディショナーに添加することによりコンディ
ショニング効果が１８％上昇した。
　試験例６
　脱色処理した毛束の屈曲磨耗寿命に対して、水溶液中の実施例１のコポリマー（１％　
ｗ／ｗ活性）が及ぼす効果
　実験Ｉで詳述した方法を用いて毛束Ｂ及びＣを脱色し、次に常温、通常の相対湿度で一
晩乾燥させた。毛束ＡをｐＨ５．５の水に３０分間浸漬し、その後室温、通常の相対湿度
で一晩乾燥させた。次に、これらの毛束を扁平なクリンプ上に接着させ、上記実験ＩＶで
記述したようにして標本を作製した。
【０１０６】
　次に毛束Ａ及びＢを水（ｐＨ５．５）に１０分間浸漬し、再び一晩常温、通常湿度下で
乾燥させた。毛束Ｃを実施例１のコポリマーの水溶液（１％　ｗ／ｗ　活性になるように
添加）に１０分間浸漬した。
　全ての毛束を一晩、常温、通常の湿度下で乾燥させた。次にその毛束を図１で説明した
屈曲磨耗測定装置に取り付け、６０％相対湿度下に１時間置いて平衡化した。この間、上
記毛束には負荷をかけなかった。次に、毛束を下げ、屈曲磨耗試験装置を作動させた。各
毛束の疲労寿命を記録し統計学的にデータを解析した。
【０１０７】
　得られた結果を試験例１の場合と同じパーセンテージ計算方法を用いて記録し、その結
果を表６及び図７に示す。
【０１０８】
【表６】

　この実験から、脱色した毛束を本発明コポリマーの１％　ｗ／ｗ　活性水溶液でトリー
トメントすることにより、疲労寿命の点では非処理毛髪と差がなくなることが分かる。さ
らにこの試験から、本発明コポリマーを含有する溶液で脱色毛髪をトリートメントするこ
とにより脱色処理のみを施した毛束と比較して屈曲磨耗寿命の点では３８％（Ｐ＜０．０
５）上昇することが明らかになった。
【０１０９】
　比較試験例
　脱色処理した毛束の屈曲磨耗寿命に対して、水溶液中のＣｒｏｄａｓｏｎｅ　Ｗ（ＥＰ
５４０３５７の実施例２の化合物）（１％　ｗ／ｗ活性）が及ぼす効果
　上記実験Ｉで詳述した方法を用いて毛束Ｂ及びＣを脱色し、次に常温、通常の相対湿度
で一晩乾燥させた。毛束ＡをｐＨ５．５の水に３０分間浸漬し、その後常温、通常の相対
湿度で一晩乾燥させた。次に、これらの毛束を扁平なクリンプ上に接着させ、上記実験Ｉ
Ｖで記述したように標本を作製した。
【０１１０】
　次に毛束Ａ及びＢを水（ｐＨ５．５）に１０分間浸漬し、再び一晩常温、通常湿度下で
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の１％ｗ／ｗ　活性の水溶液に１０分間浸漬した。
　全ての毛束を一晩、常温、通常の湿度で乾燥させた。次に、その毛束を図１で説明した
屈曲磨耗測定装置に取り付け、６０％相対湿度下に１時間置いて平衡化した。この間、上
記毛束には負荷をかけなかった。次に、毛束を下げ、屈曲磨耗試験装置を作動させた。各
毛束の疲労寿命を記録し統計学的にデータを解析した。
【０１１１】
　得られた結果を試験例１の場合と同じパーセンテージ計算方法を用いて記録し、その結
果を表７及び図８に示す。
【０１１２】
【表７】

　この実験から、１％活性　Ｃｒｏｄａｓｏｎｅ　Ｗ水溶液で１０分間脱色毛髪をトリー
トメントしても毛髪の屈曲磨耗寿命が向上しないことが分かった。
　試験例６及び比較試験の結果を比較したところ、市販のコポリマーＣｒｏｄａｓｏｎｅ
　Ｗによる毛髪トリートメントと比べて本発明のコポリマーを用いた毛髪トリートメント
により屈曲磨耗寿命が際立って著しく向上するということが明らかとなった。
【図面の簡単な説明】
【０１１３】
【図１】図１は、本発明において使用した毛髪の屈曲磨耗試験を装置を示す説明図である
。
【図２】図２は、本明細書の試験例１で行った屈曲磨耗試験の結果を示すグラフである。
【図３】図３は、本明細書の試験例２で行った屈曲磨耗試験の結果を示すグラフである。
【図４】図４は、本明細書の試験例３で行った屈曲磨耗試験の結果を示すグラフである。
【図５】図５は、本明細書の試験例４で行った屈曲磨耗試験の結果を示すグラフである。
【図６】図６は、本明細書の試験例５で行った屈曲磨耗試験の結果を示すグラフである。
【図７】図７は、本明細書の試験例６で行った屈曲磨耗試験の結果を示すグラフである。
【図８】図８は、本明細書の比較試験例で行った屈曲磨耗試験の結果を示すグラフである
。
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